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代表取締役会長兼社長 田邊 勝己 

 (コード番号：3823 東証スタンダード) 

問合せ先： 取締役副社長 橋本 直樹 
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審判手続開始決定に対する答弁書の提出及び聴聞に対する陳述書の提出 

並びに特別損失の計上に関するお知らせ 

 

当社に対して、2024年６月25日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令及び訂正報告書の

提出命令の勧告についてのお知らせ」にて公表いたしましたとおり、証券取引等監視委員会から内閣

総理大臣及び金融庁長官に対して、約５年前の当社の2019年８月期仮想通貨取引所関係のソフトウエ

ア仮勘定の資産計上に関し、訂正報告書の提出命令及び44百万円の課徴金納付命令を発出するよう勧

告（以下「本件勧告」といいます。）が行われた旨をお知らせしております。 

その後、当社は、関東財務局長から2024年６月26日付「聴聞通知」を、金融庁長官から2024年６月

27日付「審判手続開始決定通知書」を各受領いたしました。 

当社は、本件勧告の内容について、当社代表取締役田邊勝己の当社取締役就任前の事由であるため

専門家の意見も踏まえて慎重に検討しました。本件勧告は「あるべき会計処理」として「①第三者と

の契約書その他の合意が必要とし、かつ、②事業リスクが相当程度低いことが必要」との２要件を満

たさなければ資産計上できないとの見解に基づくものです。しかし、一般に是認されている企業会計

基準委員会及び公認会計士協会が公表した会計基準は本件勧告の２要件を必要十分条件とするもので

はなく、当社は一般的会計基準に基づきこれまで正しくソフトウエアの資産計上を行い、開示を行っ

ていると判断しました。また、当社に対する証券取引等監視委員会開示検査課の検査は、金融庁が作

成公表している「開示検査に関する基本指針」に反する検査手法が採られ、憲法３１条に反する適

正手続違反があった可能性があり、本件勧告に従うことはできないと判断しました。 

そのため、本日開催の取締役会において、現時点では訂正報告書の提出は行わず、関東財務局の聴

聞手続及び金融庁の審判手続きにおいて本件勧告を争う旨の弁明書等を提出することを決議いたしま

したので、お知らせいたします。 

当社では、本件通知書の手続きに従い、聴聞、審判手続及び裁判等において当社の主張を行って参

りますが、その結果は裁判所等の第三者の判断に委ねられる結果となり、後日、課徴金44百万円の納

付命令が是認される可能性もございます。 

そのため、当社は、念のため2024年８月期第３四半期連結累計期間において、課徴金引当金44百万

円を特別損失として計上することといたしました。 
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